
佐久市過疎地域持続的発展計画（素案）（令和８年度〜令和12年度）の概要
１ 計画策定の趣旨

望月地域は、若者の流出等による⼈⼝減少と⾼齢化が進⾏し、生活・生産基盤の
弱体化と地域コミュニティの衰退により、将来的に集落機能の低下が懸念されてい
るため、豊かな自然や固有の歴史・文化などの地域資源を有効活用し、地域の特徴
を生かした魅⼒的なまちづくりを⾏う必要があります。
令和３年４月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施⾏され

たことから、「佐久市過疎地域持続的発展計画（令和３年度〜令和７年度）」を策
定し、地域の特徴ある発展を図ってきました。
引き続き、地域の特徴ある発展を図るため、令和８年度から令和12年度までを計

画期間とする新たな計画を策定します。

２ 計画期間 令和８年度〜令和12年度（５年間）

３ 地域の持続的発展の基本方針
現計画（令和3年度〜令和7年度）の方針を踏襲します。（県基本方針の変更なし）

本計画は⻑野県において定める「⻑野県過疎地域持続的発展方針（以下「県方
針」という。）」に基づき市町村が定める計画で、県方針を骨格とし、望月地域に
おける現況及び過疎対策の成果と課題、「第二次佐久市総合計画 後期基本計画」、
「デジタル田園都市国家構想」及び「地方創生2.0の推進に向けた取り組み」等の
まちづくりの方向性等を踏まえるとともに、令和9〜18年度が計画期間となる「第
三次佐久市総合計画」の策定方針を基に望月地域の持続的発展の基本方針を次のと
おり定めます。

（１）地域の将来像

「ひとがひとをつなぎ、暮らす⼈々に愛されつづけるまち」
●地域住⺠がこの地の暮らしの豊かさを実感し、この地に住み続けたいと思うまち
●この地の⼈財や風土に惹かれ、新たな⼈の流れが生まれるまち

（２）将来像実現のための基本方針
ア この地で暮らしていけると地域住⺠が思えるまちの機能を確保します

地域医療環境への不安、交通⼿段の不⾜、耕作放棄地の増加、子育て環境の
確保といった地域住⺠の抱える不安を解消するとともに、地域間を結ぶネット
ワークの維持確保、主要産業の育成や企業誘致、保健福祉の向上などにより、
生活に必要な機能を整え、この地に住む住⺠が将来まで暮らしていくことがで
きる環境を確保します。

イ この地を誇りに思い、暮らしたいと思える地域の魅⼒を磨き上げます
「健康⻑寿」や「豊かな自然」といった特徴や、これらがもたらす「暮らし
やすさ」といった、地域の卓越性を最大限に生かしたまちづくりを推進し、地
域住⺠のシビックプライド醸成に資する取り組みを進め、この地に住む⼈がこ
の地を誇りに思える地域づくりを推進します。

ウ この地を新たに愛する⼈を創出します
適切な情報発信や交流施策の充実などにより、関係⼈⼝、交流⼈⼝の増加を

図り、地域の魅⼒、地域住⺠がこの地に誇りを持って暮らしている様子などの
「望月らしさ」を伝達する機会を創出するとともに、これに惹かれて、この地
との関わり合う⼈、移り住む⼈を増加させるための体制整備を図るとともに、
結婚、出産、子どもの入園、入学など、ライフステージの変化する時期を目掛
けた魅⼒あるまちづくりを推進し若年層へのアプローチを確保します。
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(３）施策の柱
ア 生涯にわたり学び、生きる⼒を育むまちづくり
イ 地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり
ウ ⼒強い産業を営む活⼒と魅⼒あるまちづくり
エ 豊かな暮らしを育む健康⻑寿のまちづくり
オ 快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり
カ 暮らしを守る安心と安全のまちづくり
キ ひとと地域の⼒が生きる協働と交流のまちづくり

４ 計画の構成
●第１章 基本的な事項
・地域の概況、⼈⼝の推移、基本方針、基本目標、評価、計画期間 等

●第２章 移住・定住・交流の促進、⼈材育成
・移住・定住の促進、地域間交流の促進、⼈材育成

●第３章 産業の振興
・農業、林業、製造業・企業誘致、商業、建設業、地場産業、観光の振興、起業の
促進 等

●第４章 交通通信体系の整備、情報化の推進
・交通体系の整備、交通確保対策、情報化の推進

●第５章 生活環境の整備
・環境保全、上水道、下水処理、廃棄物処理、消防施設、公営住宅、再生可能
エネルギー 等

●第６章 保健・福祉の向上
・健康対策、⾼齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉・子育て支援

●第７章 医療の確保
・診療施設等、無医地区対策

●第８章 教育の振興
・学校教育施設等、社会教育施設等、男⼥共同参画社会づくりと⼈権教育の推進

●第９章 地域文化の振興等
・地域文化の振興、施設等、伝統文化の継承と地域活動の発展

●第10章 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
・住⺠参画、住⺠との協働の推進、財政基盤の強化
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